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と住の調和 したまちづくりの実現に必要な視点

1.郊 外の農地を行政現場で 「裏 ・表」からみると

「郊外Jと いう言葉には, どこか 「のどかで明るい」ま

ちやそこでの暮 らしを想起させる響きがある。 しかし一方

では,そ こは都市行政と農地行政のぶつかりあう最前線で

もあり,そ の響きとは裏腹にそこでは 「熾烈tな陣取り合戦」

が日々繰り広げられていた。たまたま筆者は行政現場での

担当として,「幸か不幸か」旧の国土庁土地局土地政策課

で 「市街化区域内農地の宅地化促進」という仕事と旧の建

設省都市局都市計画課で 「生産緑地の保全」という二つの

仕事に携わった。これは 「農地の宅地化」と 「農地の保全」

という言わば 「裏表」の関係にある仕事をひとりの人間に

やらせる一見矛盾 した人事である。 しかし,本 人はこの両

方の仕事に取 り組むにあたって,そ のたびごとに 「気持ち

の総入れ替え」をしていたわけでもなく, ごく自然に本人

なりの一つのポリシーの下でその両方の仕事をこなしてい

たように思 う。このようなポス トに配置された筆者は 「造

園職」(現在は,「砂防職」「林学職」と統合 して 「農学皿」

)という職種の国家公務員であったのだが,「土木」で も

「建築」でも 「農学」でもない 「造園」 という職種の人物

を配置 しているという事実は,あ る意味では,「 この職能

者が郊外の農地を活かしたまちづ くりの担い手である」こ

とを示唆 しているひとつの証左であるとも言える。

また, 冒頭に 「合戦が繰 り広げられていた。」 とあえて

過去形で述べたが, これにも理由はある。最近の状況は,

当時の縦割 り行政の典型現場のような状況とは変わってき

ているようであり,そ れは,昨 今の制度改正の方向にも表

れている。 このようなことを踏まえるならば,郊 外でのま

ちづ くりには造園という職能者の能力発揮が大いに期待さ

れつつあるものと言えるわけあり, ここではこのような視

点から造園家が取 り組む郊外でのまちづくりの視点を具体

の手法をもまじえながら議論 してみたい。

2.今 なぜ郊外のラン ドスケープか

(1)厳 しさ増す営農環境と口園都市へのあこがれ

さて,一 昨年 は 1902年ハヮー ドの 「明 日の国園都市

(Garden Cities of To―MorrOw)」 が刊行されてからちょ

うど 100年 にあたっていた。 このタイミングだけが,「今

なぜ郊外のランドスケープがテーマとして取 り上げられる

のか」の理由ではないだろう。むしろ,現 実の今の日本の

都市の問題がその必要性を訴えている。それは一言で言 う

ならtゴ「『都市型』社会におけるまちのあり方の模索とい

う点にある」 と言える。実際,平 成 12年度に行われた都

市計画法の大きな改正の目的は,「 『都市化社会』への対

応をベースとして組み立て られていた制度を,21世 紀の

『都市型社会』にお、さわしい制度とする」ことであった。
1)

では,都 市への人口流入も鈍化 し,宅 地需要 も全体的に

は減退 している中で,郊 外の土地利用にどのような問題が

起こっていると認識されていたのか。具体的には,情 報通

信網の発達やモータリゼーションの進展等に伴う郊外立地

のデメリットが解消されるなかで,幹 線道路沿道や高速道

路インターチェンジ周辺等における大型商業施設, レジャー

施設等の大規模開発等の立地による周辺環境への影響や用

途の混在である。一方では,郊 外の良好な田園環境下での

ゆとりある居住を望む人々の増加,緑 地等の自然環境や歴

史的街並み景観の保全。地球規模での環境保全への意識の

高まり, さらにはまちづくりへの主体的な参画の動きの広

まりのなかでさらにこれら問題が意識されてきている、
1)

というわけである。

しかし考えてみれば,か つて都市化の時代には量的に必

要であった都市的土地利用用地を確保 しようとしても,農

業サイ ドの意向でなかなか都市への編入ができなかった農

地が,都 市への人口流入も鈍化 した今,い とも簡単に商業

施設等の立地により蚕食されていってしまうのはなぜか。

そこには,上 記の情報や交通の問題だけではない別の問題

も存在 していると思われる。

(2)ス タンスは変わった

それは,昨 今の農業自身がかかえている問題,つ まり,

「高齢化の進展,後 継者不足,輸 入農作物との価格競争の
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たい土地 もまとめて市民農園として賃貸住宅入居者向けに

活用 し, さらには長期営農継続意向農地もまとめて生産緑

地指定を行 った。このような結果,土 地所有者毎に異なる

土地利用意向はくっきり整序され,基 盤整備も整った良好

な環境が実現 し,市 民農園ともセットになったハイグレー

ドで リーズナブルな家賃の賃貸住宅は安定経営を確保する

とともに,地 域のコミュニティ形成にも一役買っている。

(写真-1, 2,図 -5)

このように農家自身が農地を良好なまちづくりに活かし

ていこうとするよう誘導 していく視点が農と住の調和 した

まちづ くりを進める上には重要なのである。そして, この

ような個別ではあるけれども,各 地域で確実にいいまちを

生み出していくことが,マ スタープランによるまちづくり

よりも確実に郊外全体の良好な居住環境形成につながって

いくのではないかとも考えている。

6.こ れからの郊外のオープンスペース整備の政策展開と

造国家の役割

以上,農 住組合の制度と事業を参考事例に,農 家の立場

に立ったまちづくり事業の展開方策を見てきた。そこでは,

農協という農家協同組織が農家から全幅の信頼を得て,農

家の立場に立 っで事業を進めている。農協にまちづ くり事

業ができるのか, とお思いの方 もいらっしゃるかも知れな

いが,独 自に組織内に土木 ・建築技術者を擁 している農協

もあれば,そ うでなければ系統農協組織からの支援を得た

り,民 間事業者からの応援を得たりもしている。 しか し,

いずれにしてもその地域の農協職員がコーディネイターと

して責任をもってその事業を進めて行っていることにはち

がいはない。

しか し, この農住組合のこれまでの設立数 69と いうの

は,全 国で見れば決 して多い数とは言えない。この原因に

ついてはいろいろな分析がなされているが,や はり綿々と

築き上げられてきた 「縦割り」 システムを後から来た者が

打破 していく, ということがいかに大変であるかを物語っ

ている。それでも,農 協 (特に都市型農協)は 農家の立場

に立って今日もその農地がどのように活用されるのが農家

にも地域にも一番いいのかを考えているのである。 しかし,

考えてみれば,植 物や自然を仕事として扱 う造園家は,ま

ちづくりに関わる職能集団のなかでも最 も農家の気持ちが

わかるはずである。 したがって, ここで紹介 した農住組合

というシステムを使 うかどうかは別として, 自然や農業,

まちづ くりのことをそもそも仕事の対象とし,そ して農家

の気持ちも理解 しやすい立場にある造園家こそがこれまで

述べてきた視点にたった郊外におけるまちづくりのコーディ

ネイターとしてよりお、さわしい職能集団であり,そ の持て

る機能発揮が期待されていると思うのである。

おりしも,昨 年 7月 社会資本整備審議会都市計画 ・歴史
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的風土分科会都市計画部会公園緑地小委員会 は,緑 とオー

プ ンスペースの確保にかかる施策の重点分野 として 「地球

環境問題等への対応」「都市再生への対応」「豊かな地域づ

くりへの対応」「参画社会への対応」 をあげ,そ れへの対

応方針 として 「総合的 ・計画的な政策運営の必要性」を提

言 した。具体的には,「 コンパ ク トな市街地 とそれを取 り

巻 くグ リーンベル トというような広域的な都市の将来像を

示すとともに,水 と緑のネッ トヮークの骨格を示 し,そ の

実現のために公園,道 路,河 川等あ らゆる事業を横断的 ・

複合的に展開 し,さ らには教育施策,福 祉施策等様々な施

策 との連携 も進めるべ きである」 (傍点 は筆者が加筆)と

している。 この方向は,ま さしく縦割 りを打破 して緑部局

が緑のまちづ くりのための総合 コーディネイターになるべ

き, と言 っているようなものである。農協 は農家の資産活

用に重 きはあるが農地を活か したまちづ くリコーデ ィネイ

ターとして,農 住組合 というツールを活用 して地域で地道

にまちづ くりを進めている。郊外 はまだまだ広 い。 ここで

プロとして農地を活か したまちづ くりを仕事の対象 とする

造園家 こそが農協のように農家の視点 もしっか り見据え,

その持てる力を発揮する気持ちを持ち, この委員会の提言

にあるように果敢にあ らゆる事業制度を総合化 し,横 断的,

複合的に展開するコーディネイターとして活動 してい くこ

とが今郊外のまちづ くりに求め られていることである。そ

うすれば,ハ ヮー ドの構想 した郊外のまちは, も っともっ

とた くさんの地域で実現 されてい くのではないだろうか。
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Abstract i ln 」apan there is so much agricuitural land in

suburban area For iong tilne this land has been thought as

the source of supply for urbanizing use But oM′ners of this

land(They are farmers)have to get their money from this

land So, in this area to make good environment for residence

it is ilnportant to think this iand not only as the source of

supply for urbanizing use but also as the place for farmers to

live Landscape Archtects should take part in the conlmunity

development in this area, because they are the only city

planning specialists M′ho can understand farmers sense more

easily than civil engeneers and archiutects can ln this work
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